
  

 

 

報道関係者 各位 

 

 

令和４年５月１６日 

名取市健康福祉部社会福祉課 

 

 

「手話奉仕員養成講座」を開講します 
 
 

名取市では、ろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現を目指

し、令和４年１月１日に手話言語条例を施行しています。 

 

手話の普及に関する施策の一環として、「手話奉仕員養成講座」を開講いた

します。 

 

「手話奉仕員」は、手話を使い、ろう者とコミュニケーションできるボラン

ティアの資格です。 

手話奉仕員になるためには８０時間の学習が必要とされており、２年間の受

講期間で計画しています。 

令和４年度は入門編の講義および実技を５月から１２月までに２０回、令和

５年度には基礎編を２２回実施します。 

両方を修了した人のうち希望する人は、市に「手話奉仕員」として登録して

いただく予定です。 

 

第１回目の講座を令和４年５月１７日(火)午後７時から、増田公民館にて開

催します。 

すでに募集は終了しており、募集定員２０名のところに２５名の参加希望を

いただきました。定員を拡大し２５名全員に受講していただきます。 

 

 
 

【問い合わせ】 

名取市健康福祉部社会福祉課  安倍 卓（内線１４０） 

  TEL：022-384-2111 FAX：022-384-2101 

※不在の場合は折り返しご連絡いたします。 


